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久那地区防災計画

（土砂災害編）

平成２９年１２月

久那町会連絡協議会
《 巴川町会 中久那町会 上久那町会 》
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久那地区防災計画「土砂災害編」

本計画は、久那地区の喫緊の課題である土砂災害への対応に注目し、住民自らの意

思で「平常時」から「避難時」の各場面における具体的行動計画を策定し、共助の精

神を以てこれを実践することにより、土砂災害から尊い人命を守ることを目指す。

【Ⅰ．平時から進めておくべきこと】

１．町会として進めるべきこと

（1）連絡網の作成及び周知

巴川町会、中久那町会、上久那町会（以下、「各町会」という。）単位で、自

主防災組織と緊急連絡網を作成し、常に見直すとともに関係者へ周知しておく

ものとする。

（2）土砂災害避難訓練の実施

各町会で実施する防災訓練時に、土砂災害を想定した避難訓練を盛り込むこ

ととする。

（3）土砂災害からの逃げ地図の活用

各町会は、作成した「土砂災害からの逃げ地図」を広く住民へ周知し て

おくこと。

（4）災害時要援護者への対応

「避難行動要支援者」及び「ふれあいコール対象者」の再確認。

（5）町会指定の一時避難所体制

避難する事態が発生した場合、市が指定し管理する「収容避難所」へ直ちに

避難することが困難な場合を想定し、町会が指定している以下の「一時（いっ

とき）集合場所」を「町会指定一時避難所」として開設し、緊急事態に備える

こととする。

＜町会が指定する一時避難所＞

指定町会 町 会 指 定 避 難 所 備 考

巴 川 安立公会堂 宝林院

中 久 那 栗原公会堂 折公会堂 落合公会堂

上 久 那 田の越公会堂 野々上公会堂 ※必要に応じて個人宅と協定を締結

１
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２．住民として確認しておくべきこと

住民は、平時から以下のことについて認識しておくこと。

（1）町会及び行政が指定する避難所と「土砂災害からの逃げ地図」情報

（2）行政発行の「土砂災害ハザードマップ」情報

【Ⅱ．避難準備・高齢者等避難開始発令時の行動】

大雨警報に伴い秩父市から避難準備・高齢者等避難開始が発令されたときは、速や

かに次の行動を開始するものとする。

１．各町会（町会対策本部）がとるべき行動

（1）自主防災組織に基づく町会対策本部を立ち上げると共に、定められている役

割分担体制を敷く。

（2）町会指定の一時避難所を開設し避難者受入れ体制を敷くとともに、その旨を

市対策本部へ報告する。

（3）地元消防団との連携。

（4）避難準備・高齢者等避難開始発令エリアに居住する住民に対し、避難準備の

呼掛け（但し、避難か自宅避難かの判断は各戸の自主判断による）。

（5）避難準備・高齢者等避難開始発令エリアに居住する「避難行動要支援者」及

び「ふれあいコール対象者」への避難準備の支援。

（6）行政等が発令する土砂災害情報や避難所開設情報の入手。

２．住民がとるべき行動

（1）避難か自宅内避難かの自主判断

避難を選択した場合は「逃げ地図」を活用し町会指定の一時避難所へ向かう。

自宅避難を選択した場合は、崖などから離れた高い所へ避難すること。

（2）避難の準備

家族との連絡確認や非常持ち出し物の用意等の避難準備。

（3）情報の確認

行政等が発令する土砂災害情報の確認。

２
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【Ⅲ．避難勧告及び避難指示（緊急）発令時の行動】

土砂災害警戒情報発表に伴い、秩父市から避難勧告、避難指示（緊急）が発令され

たときは、速やかに次の行動をとるものとする。

１．各町会（町会対策本部）としてとるべき行動

（1）自主防災組織に基づく町会対策本部が立ち上げられていない時は、直ちに立

ち上げると共に、定められている役割分担体制を敷く。

（2）地元消防団へ避難誘導、避難支援等を要請。

（3）避難勧告等発令エリアの全戸に対し、避難行動の呼掛け（但し、避難か自宅

待機かの判断は各戸の自主判断による）。

（4）「避難行動要支援者」及び「ふれあいコール対象者」への避難支援体制。

（5）行政が発令する土砂災害情報、避難所開設情報の入手。

２．住民がとるべき行動

（1）避難か自宅内避難かの自主判断。

（2）避難を選択した場合は、近隣の住民同士と声を掛け合い、「逃げ地図」情報を

活用して速やかに町会指定の一時避難所へ向かう。

（3）自宅避難を選択した場合は、出来るだけ崖などから離れた高い所へ避難する

こと。

（4）常に行政等が発令する土砂災害情報を入手。

【Ⅳ 避難者及び避難所の対応について】

各町会（町会対策本部）が開設した一時避難所は、避難勧告等が解除されるまでの

間、あるいは市指定の収容避難所へ移動するまでの緊急的な避難所であることから、

集結した避難者に対する対応については次の通りとする。

１．避難勧告等が解除された場合

自宅への帰還を促すこととなるが、その判断はあくまでも個々に委ねることとす

る。

３
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２．市指定の収容避難所が開設された場合

（1）収容避難所への移動の意思を避難者個々に確認した後、出来る限り集団で収

容避難所へ移動することとする。

＜市指定の収容避難所（久那地区に関係するもの）＞

－現指定－

注：久那小学校校庭は一時避難場所

－指定追加要望－

（2）市指定の収容避難所の運営について、市から要請が届いた場合は、町会とし

て出来得る奉仕活動を進めることとする。

３．諸事情で町会指定の一時避難所の継続が必要な場合

（1）市対策本部へ通報し、市からの支援を要請。

（2）自主防災組織での役割分担により、非常炊き出しや必要最低限の生活物の確

保等避難所運営体制を敷く。

以 上

久那小学校

荒川農村改善センター ← 上久那からの避難を想定

久那公民館 ← 中久那、上久那からの避難を想定

ミューズパークスポーツの森 ← 巴川からの避難を想定

４
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